
【機関等名】 
 緑資源公団 
 
【所在地等】 
（緑資源公団） 
 郵便番号 １０２―００９４ 
 所 在 地 千代田区紀尾井町３－２９ 
 T E L ０３－３２２２－１２１１ 
 F  A  X ０３－３２２２－１４５５ 
 U R L http://www.green.go.jp/ 
 
（東京支所） 
 郵便番号 １０２―００９４ 
 所 在 地 千代田区紀尾井町３－２９ 
 T E L ０３－３２２２－１２０２ 
 
（緑資源公団芝公園事務所） 
 郵便番号 １０５―００１１ 
 所 在 地 港区芝公園２－４－１秀和芝パークビル B 館 
 T E L ０３－３４３３－０１７１ 
 F  A  X ０３－３４３３－５４６５ 
  
【設置根拠】 
 緑資源公団法（昭和３１年４月２７日法律第８５号） 
 
【所掌事務】 
（１）農林水産大臣の定める基本計画に基づき、地勢等の地理的条件が極めて悪く、かつ、

豊富な森林資源の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内におい

て、当該地域の林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は改良の事業で、その事業

による受益の範囲が著しく広く、かつ、その事業の施行が当該地域における林業以外

の産業の振興の見地から相当であると認められるものを施行すること。  
（２）（１）の事業の施行により開設され、又は改良された林道についての災害復旧事業を

施行すること。  
（３）（１）、（２）の事業の施行により開設され、改良され、又は復旧された林道の維持、

修繕その他の管理を行うこと。  
（４）（１）の事業の施行により森林の造成の事業を行うことが経済的かつ技術的に可能と



なつた地域内における森林の造成の事業を当該土地の所有者の委託により行うこと。  
（５）豊富な森林資源を有する国有林（森林法第２条第３項 に規定する国有林をいう。）

と民有林（同項 に規定する民有林をいう。）とが相接して所在しており、かつ、これ

らの森林の開発が十分に行われていない地域のうち政令で定める区域内の当該森林を

開発するために必要な奥地幹線林道の開設又は改良の事業及びその開設又は改良に係

る林道で政令で定めるものの災害復旧の事業であつて、国有林野事業（国有林野事業

特別会計法 第１条第２項 に規定する国有林野事業をいう。）として行われるものを国

の委託により行うこと。  
（６）水源をかん養するため急速かつ計画的に森林の造成を行う必要があるものとして農

林水産大臣が指定する地域内の土地につき、分収林特別措置法第２条第１項 に規定す

る造林者又は造林費負担者として同項 に規定する分収造林契約の当事者となり、当該

契約に基づき森林の造成に係る事業を行うこと。  
（７）農林水産大臣の定める基本計画に基づき、前号の農林水産大臣の指定する地域であ

つて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域として政令で定める

要件に該当するもの（以下「特定地域」という。）の区域内において、同号の事業及び

イからハまでの事業を一体として行う事業（これと併せて行うニ又はホの事業を含

む。）で、その事業による受益が相当範囲にわたり、かつ、その事業の実施が当該地域

における農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進を図る見地か

ら相当であると認められるもの（以下「特定地域整備事業」という。）を行うこと。 
    イ 農用地（耕作の目的又は主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための

採草の目的に供される土地をいう。以下同じ。）の改良又は保全のために必要な区画整

理、客土、暗きよ排水又はこれらに準ずる事業として政令で定めるもの（これらの事

業と併せて行う農用地間における地目変換の事業を含む。） 
    ロ 農業用用排水施設、農業用道路その他の農用地の保全又は利用上必要な施設で政

令で定めるもの（以下「土地改良施設」という。）の新設又は改良 
  ハ 農用地（政令で定めるものに限る。）を林地とするための土地の形質の変更の事業 

    ニ 分収林特別措置法第２条第２項 に規定する育林者又は育林費負担者として同項 
に規定する分収育林契約の当事者となつて行う当該契約に基づく育林に係る事業 

    ホ 造林又は育林を行うための林道の開設又は改良 
（８）（７）イの事業と併せて当該事業の実施に係る農用地に関する権利又はその農用地の

利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利若しくは水の使用に関する

権利の交換分合を行うこと。  
（９）（７）ロの事業を行うことにより新設され、若しくは改良された土地改良施設又は同

号ホの事業を行うことにより開設され、若しくは改良された林道についての災害復旧

事業を施行すること。  
（10）（１）から（９）の事業に附帯する事業を行うこと。  



（11） 公団は、上記(1)から(10)の業務の遂行に支障のない範囲内で、あらかじめ農林水産

大臣の認可を受けて、地方公共団体又は森林組合、生産森林組合若しくは森林組合連合

会の委託により、同項第１号の政令で定める区域内における林道の開設、改良又は災害

復旧の事業を施行することができる。  
   公団は、上記の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。  
  イ あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、国際協力事業団その他政令で定める者の

委託により、開発途上にある海外の地域における農業開発（ロにおいて「海外農業開

発」という。）に関する調査その他の業務（国際協力事業団以外の者の委託による場合

にあつては、政令で定めるものに限る。）を行うこと。  
  ロ イの業務に関連して必要な海外農業開発に関する情報の収集及び整備を行うこと。 
 
【組織】 
（緑資源公団） 
             企画調整室 
             総務部           総務課 
  理事長                      人事課 
  理 事                      職員課 
                           予算課 
             経理部           経理第一課 
  監 事                      経理第二課 
                           資金会計課 
             計画評価部         計画課 
                           管理課 
                           環境対策課 
             森林業務部         林道企画課 
                           林道建設課 
                           造林課 
                           収穫課 
             農用地業務部        設計課 
                           技術・調整課 
                           業務課 
                           用地課 
             海外事業部         企画課 
                           調査設計課 
                           情報整備課 
                           農村開発課 



 
                           監査室 
 
             建設事業所（利根沼田、安房南部） 
 
                          支所６、地方建設部８、支社４ 
                            
                           
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 本所総務課（水源林造成事業・大規模林業圏開発林道事業） 
      芝公園事務所人事課（特定中山間保全整備事業・海外農業開発事業 

・農用地総合整備事業） 
      東京支所（水源林造成事業） 
 T E L 本所総務課 ０３－３２２２－１２１１ 
      芝公園事務所０３－３４３３－０１７１ 
      東京支所  ０３－３２２２－１２０２ 
 
【その他】 
  平成１５年１０月１日に独立行政法人へ移行予定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 石油公団 
 
【所在地等】 
 郵便番号 １００－８５１１ 
 所 在 地 千代田区内幸町２－２－２ 
 T E L ０３－３５９７－７５２２ 
 F  A  X ０３－３５９１－０１７２ 
 U R L http://www.jnoc.go.jp 
 
【設置根拠】 
 石油公団法（昭和４２年７月２９日法律第９９号） 
 
【所掌事務】 
(１) 海外及び本邦周辺の海域における石油等の探鉱及び採取並びに海外における可燃性天然

ガスの液化に必要な資金を供給するための出資を行うこと。 

(２) 海外における石油等の探鉱及び採取並びに可燃性天然ガスの液化に必要な資金に係る債

務の保証を行うこと。 

(３) 石油等の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証を行う

こと。 

(４) 石油等の探鉱に必要な地質構造の調査を行うこと。 

(５) 海外における石油等の探鉱をする権利その他これに類する権利の取得を行うこと。 

(６) 国の委託を受けて、国家備蓄石油の管理を行うこと、また、それに関連して石油の取得、保有

及び譲渡しを行うこと。 

(７) 備蓄用石油の購入資金の貸付けを行うこと。 

(８) 石油の備蓄の増強に必要な施設の設置に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。 

(９) 石油開発に関連する資産の処分等業務を行うこと。 等 

 
【組織】 

監事      総 裁 
        副総裁 
        理 事 
                         総務課 
                         管理課 
              総務部        人事課 
海外事務所                    経理課 
 



 
 ロンドン                    会計課 
 ヒューストン                  秘書課 
 ワシントン                   電算管理室 
 パリ                      監査室 
 北京 
 中東                      企画課 
 ジャカルタ        企画調査部      調査第一課 
 シドニー                    調査第二課 
 モスクワ                    資料情報室 
              天然ガス・プロジェクト企画部 
              計画第一部       ロシア・中央アジア室 
              計画第二部 
              計画第三部 
              経済評価部 
              資金部         審査部 
備蓄事務所                     管理課 
 むつ小川原                    生産技術部 
 白島           技術部         開発技術部 
 苫小牧東部                    地質課 
 福井                       物理探鉱課 
 上五島          地質調査部       地質調査課      
 秋田                       地質情報課 
 志布志                      計画課 
 串木野                      液化石油ガス備蓄課 
 久慈                       備蓄経理課 
 菊間           備蓄計画部       融資課      
                          備蓄審査課 
                          備蓄石油課 
                          石油譲渡課 
                          国際室 
                          業務課 
              備蓄業務部       石油寄託課 
                          技術課 
                          安全防災課 
 



                          業務課 
                          会計課 
              石油開発技術センター  地質・探査研究室 
                          石油工学研究室 
                          柏崎ﾃｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 情報公開窓口および財務諸表等閲覧室 
 T E L ０３－３５９７－７５２２ 
 F  A  X ０３－３５９１－０１７２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 地域振興整備公団 
 
【所在地等】 
 郵便番号 １００－８９０６ 
 所 在 地 千代田区霞が関３－８－１虎ノ門三井ビル 
 T E L ０３－３５０１－５２１１ 
 F  A  X ０３－３５０１－５２５７ 
  U R L http://www.region.go.jp// 
 
 
【設置根拠】 
  地域振興整備公団法（昭和３７年４月３０日法律第９５号） 
 
 
【所掌事務】 
（１）人口及び産業が過度に集中している大都市及びその周辺地域以外の地

域において、地域社会の経済、文化等の中心としてふさわしい都市の開発

整備のため必要な業務で次に掲げるものを行うこと。 

イ  健全な市街地を形成するために必要な宅地(公共の用に供する施設

の敷地を含む。以下同じ。)の造成並びに造成された宅地の管理及び

譲渡(第３号に該当するものを除く。) 

ロ  イ又はニの業務により造成された宅地の利用者の利便に供する施

設の整備(国又は地方公共団体の委託により行うものを含む。)並びに

当該施設の管理及び譲渡 

ハ 公団が行う宅地の造成(委託により行うものを除く。)と併せて整備

されるべき道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設の整備

(国又は地方公共団体の委託により行うものを含む。)並びに当該施設

の管理及び譲渡 

ニ  都市計画法第４条第７項に規定する市街地開発事業及び流通業務

市街地の整備に関する法律第２条第２項に規定する流通業務団地造

成事業の施行 

（２）製造の事業を営む者で過度に工業が集積している地域内にある工場を

工業の集積の程度が低い地域に移転しようとするものであってその移

転に関し必要な資金の貸付けを日本政策投資銀行から受けた者から、当

該貸付けに係る工場跡地を買い取り、及びこれを譲渡すること。 



（3） 工業の集積の程度が低い地域において、工業の再配置を促進するため

必要な工場用地(これと併せて整備されるべき住宅及び道路その他の施

設の敷地を含む。以下同じ。)を造成し、当該工場用地の利用者の利便

に供する施設を整備し、並びにこれらを管理し、及び譲渡すること。 

（4）（1）及び(3)に掲げるもののほか、総合的かつ計画的に実施すべき特定

の地域の開発整備のための大規模な事業の施行に係る業務で政令で定

めるものを行うこと。 

（5）（1）から（4）の業務に附帯する業務を行うこと。 

（6）公団は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、

委託を受けて、次の各号に掲げる業務を行うことができる。 

イ 宅地の造成、管理及び譲渡並びに当該宅地の造成と併せて整備される

べき公共の用に供する施設及び当該宅地の利用者の利便に供する施設

の整備並びに当該施設の管理及び譲渡 

ロ （１）に規定する都市の開発整備、特定の地域の総合的かつ計画的な

開発整備及び工業の再配置の促進のために必要な調査 

ハ イの業務に関連する技術的援助並びに（１）に規定する都市の開発整

備、特定の地域の総合的かつ計画的な開発整備及び工業の再配置の促進

のための計画の策定に係る技術的援助 

 
 
 
 
【組織】 
               参 事 
                             秘書役 
  総 裁                        考査役 
  副総裁 本 部      総 務 部   部長    総務課   
  理 事                  代理    会計課     
  監 事                        事業評価広報課 
                             企業誘致課 
                             技術管理室 
                             情報システム室 
                             調査役 
                             立地推進役 
                             産炭事業資産監理課 
                             産炭事業資産分譲課 



 
                             人事課 
               人 事 部         職員課 
                             厚生課 
                    
                             予算課 
               経 理 部  部長     経理課 
                      代理     資金課 
                             契約監理課 
                             企画課 
               企画調査部         調査課 
                             地域づくり事業推進室 
                            
 
                             企画調整課 
                             分譲課 
                             業務用地計画課 
                             業務用地造成課 
               地方拠点  部長      産業支援施設監理課 
               振興部   代理      商業・産業施設計画課 
                             商業・産業施設事業課 
                             中心市街地活性化推進室 
                             再開発計画課 
                             再開発事業課 
                             再開発調査課 
                             調査役 
                             企画調整課 
               債権管理部         債権管理第一課 
                             債権管理第二課 
                             企画調整課 
                             地域政策課 
               都市整備計画部       計画課 
                             宅地経営課 
                             管理課 
                             調査役 
                                                 



事業計画課 
                             区画整理課 
               都市整備  部長      施設整備課 
               事業部   代理      建設課 
                             調査役 
                             企画調整課 
                             分譲課 
               工業再配置 部長      監理用地課 
               事業部   代理      造成課 
                             計画課 
                             調査役                 

                        
 
 
                            企画調整課 

                             計画課 
               地域産業  部長      事業監理課 
               振興部   代理      産業支援課 
                             用地造成課 
                             施設整備課 

 
支部（６箇所） 

                   
                 総合開発事務所（２箇所） 
                 特定再開発事務所（３箇所） 
                 産業高度機能開発所（２箇所） 
                 都市開発事務所（９箇所） 
                 開発所（２１箇所） 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 総務部事業評価広報課 
 T E L ０３－３５０１－５２１１（内線５０２） 
  
 
 
 



【機関等名】 
 日本道路公団本社 
  ・東京建設局 
  ・東京管理局（西局） 
  ・試験研究所 
  
【所在地等】 
（日本道路公団本社） 
 郵便番号 １００－８９７９ 
 所 在 地 千代田区霞が関３－３－２ 
 T E L ０３－３５０６－０１１１ 
 U R L  http://www.jhnet.go.jp/ 
 
 
（東京建設局） 
 郵便番号 １０５－００１４ 
 所 在 地 港区芝３－３９－９ 
 T E L ０３－５４１８－２００１ 
 U R L  http://www.jhnet.go.jp/tokyo/ 
 
（東京管理局（西局）） 
 郵便番号 １９２－８６４８ 
 所 在 地 八王子市宇津木町２３１ 
 T E L ０４２６－９１－１１７１ 
 U R L  http://www.jhnet.go.jp/tokyo3/index_j.html 
 
（試験研究所） 
 郵便番号 １９４－８５０８ 
 所 在 地 町田市忠生１－４－１ 
 T E L ０４２－７９１－１６２１ 
 U R L  http://www.jhri.jhnet.go.jp/ 
 
 
【設置根拠】 
 日本道路公団法（昭和３１年３月１４日法律第６号） 
 



【管轄区域】 
（東京建設局） 
 東京都 （茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県） 
 
（東京管理局（西局）） 
 東京都 （群馬県、埼玉県、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県） 
 
【所掌事務】 
 （１） その通行又は利用について料金を徴収することができる道路（道路法による道

路をいう。）の新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。  
  （２）（１）の道路に係る災害復旧工事を行うこと。  
  （３）その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行

うこと。  
 （４） 高速自動車国道の円滑な交通を確保するために必要な休憩所、給油所その他の施

設で政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。  
  （５）高速自動車国道と密接に関連し、かつ、自動車交通の能率の増進を図るために必

要なトラックターミナル、貨物保管施設その他の施設で政令で定めるものの建設及

び管理を行うこと。  
  （６）上記（１）から（５）に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  
  （７）上記（１）から（６）の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うこと。 
    イ 国又は地方公共団体の委託に基づき、道路の新設及び改築並びに道路に関する調

査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。 
    ロ 高速自動車国道法第１１条の２第１項 又は第５項の許可を受けた者の委託に基

づき、同法第１１条第２号 に規定する通路その他の施設の建設及び管理を行うこと。 
（８）公団は、上記の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行うことが

できる。  
  イ  （１）の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められ

る事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設（以下「事務所等」という。）を、当

該道路の新設又は改築に伴つて公団が取得した土地に建設し、及び管理すること。  
   ロ  委託に基づき、（１）の道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であ

ると認められる事務所等を建設すること。  
（９）公団は、（４）及び（８）の業務を行う場合においては、政令で定める基準に従つ

てしなければならない。 
 
 
 



【組織】 
（本社）      総合情報推進室  

                             企画渉外課 
            民営化総合企画局         総合調整課 
                副局長      新事業開発室 
 
            監察室 
             次 長 
 総務課 
            総務部 経営企画課 
             次 長   秘書課 
  総 裁 会計課 
  副総裁                    広報・サービス室 
  理 事 
 人事課 
  監 事       人事部 労務課 
 厚生課 
 
 経理部 経理課 
 資金課 
 
 用地管理企画課 
 用地補償課 
 用地・管理部 管理調整課 
 次 長 関連事業課 
 契約課 
 
 料金企画課 
 営業部 営業計画課 
 営業管理課 
 
 企画課 
 企画部 計画調整課 
 道路環境課 
 技術管理課 
 



 技術企画課 
 技術部 道路技術課 
 構造技術課 
 緑化推進課 
 
 有料道路計画課 
 有料道路部 有料道路建設課 
 有料道路調査課 
 
 高速道路計画課 
 高速道路部 高速道路工務課 
 高速道路建設第一課 
 高速道路建設第二課 
 
 保全企画課 
 保全交通部 保全課 
 次 長 交通管理課 
 交通対策課 
 施設整備室 
 施設企画課 
 施設建設課 
 施設保全課 
 
  （東京建設局） 
 総務課 
              総務部 人事課 
 会計課 
   局 長 契約課 
 次 長 
 用地企画課 
 用地補償第一課 
  用地部 用地補償第二課 
 用地補償役 用地補償第三課 
 管理課 
 
 



 
 企画調査課 
 工務第一課 
 建設第一部 建設第一課 
 技術審査役 構造技術課 
 施設建設課 
 
 工務第二課 
 建設第二部  建設第二課 
 建設第三課 
 建設第四課 
 
 八王子工事事務所 
 
 
  （東京管理局・（西局）） 
 総務課 
 総務部 会計課 
   （局 長） 契約課 
 副局長  営業部 営業企画課 
 総括役 営業システム課 
 営業管理課 
 管理調整課 
 交通管理課 
 交通管制室 
 保全企画課 
 保全第一課 
 保全部          保全第二課 
 施設技術課 
 施設保全課 
 交通技術課 
 
 八王子管理事務所 
 
 
 



  （試験研究所） 総務課 
 企画課 
 技術情報課 
 所 長  交通研究室 
     総括研究主幹 交通環境研究部  環境・緑化研究室 
      次 長 保全研究室 
 施設研究室 
 土工研究室 
 道路研究部 舗装研究室 
 トンネル研究室 
 橋梁研究室 
 
【情報開示請求窓口】 
（日本道路公団本社） 
 担当部署 広報・サービス室 
 T E L ０３－３５０６－０１１１ 
 
（東京建設局） 
 担当部署 総務課 
 T E L ０３－５４１８－２００１ 
 
（東京管理局（西局）） 
 担当部署 総務課 
 T E L ０４２６－９１－１１７１ 
 
（試験研究所） 
 担当部署 総務課 
 T E L ０４２－７９１－１６２１ 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 首都高速道路公団 
 ・東京建設局 
・西東京管理局 

  ・東東京管理局 
 
【所在地等】 
（首都高速道路公団本社） 
 郵便番号 １００－８９３０ 
 所 在 地 千代田区霞が関１－４－１ 
 T E L ０３－３５０２－７３１１（大代表） 
 F  A  X ０３－３５９５－３０５８（総務部総務課） 
 U R L  http://www.mex.go.jp/ 
 
（東京建設局） 
 郵便番号 １６０－００２３ 
 所 在 地 新宿区西新宿６－６－２ 
 T E L ０３－５３２０－１６０１ 
 F  A  X ０３－５３２０－１６５６ 
 
（西東京管理局） 
 〔新富庁舎〕 
郵便番号 １０４－００４１ 

 所 在 地 中央区新富１－１－３ 
 T E L ０３－３５５２－１４４２ 
 F  A  X ０３－３５５２－１５７９ 
 
〔平河町庁舎〕 

 郵便番号 １０２－００９３ 
 所 在 地 千代田区平河町２－１６－３ 
 T E L ０３－３２６４－８２０１ 
 F  A  X ０３－３２６４－８４２０ 
 
 
 
 



（東東京管理局） 
 郵便番号 １０３－００１５ 
 所 在 地 中央区日本橋箱崎町４３－５ 
 T E L ０３－５６４０－４８１０ 
 F  A  X ０３－５６４０－４８７８ 
 
【設置根拠】 
 首都高速道路公団法（昭和３４年４月１４日法律第１３３号） 
 
【所掌事務】 
（１）東京都の区の存する区域及びその周辺の地域において、次の業務を行う。  
  イ  その通行について料金を徴収することができる自動車専用道路（道路法第４８条の

２第１項 の規定による指定を受けたものに限る。）で都市計画において定められた

ものの新設、改築、維持、修繕その他の管理を行うこと。  
  ロ  イの自動車専用道路に係る災害復旧工事を行うこと。  
  ハ  イの自動車専用道路をその施行地区に含む都市再開発法に基づく市街地再開発事

業で当該自動車専用道路の新設又は改築と一体的に行わなければ当該新設又は改築

が著しく困難であるものを行うこと。  
  ニ  国若しくは地方公共団体の委託に基づきイの自動車専用道路の新設若しくは改築

と工事施行上密接な関連のある道路の新設若しくは改築で都市計画において定めら

れた道路に係るものを行い、又は地方公共団体の委託に基づき都市再開発法 に基づ

く市街地再開発事業のうち政令で定めるものを行うこと。  
  ホ その利用について料金を徴収する路外駐車場で都市計画において定められたものの

建設及び管理を行うこと。  
  ヘ イ、ロ及びホに掲げる業務に附帯する業務を行うこと。  
  ト  イからヘに掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、国又は地方公共団体の委託に

基づき、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。  
（２） 公団は、上記（１）の業務のほか、国土交通大臣の認可を受けて次の業務を行う

ことができる。  
  イ  （１）イの自動車専用道路の新設又は改築と一体として建設することが適当である

と認められる事務所、店舗、倉庫その他政令で定める施設（以下「事務所等」とい

う。）を建設し、及び管理すること。  
  ロ  委託に基づき、（１）イの自動車専用道路の新設又は改築と一体として建設するこ

とが適当であると認められる事務所等を建設すること。 
 
 



【組織】 
（首都高速道路公団） 
 
  理 事 長       民営化推進局   民営化企画課 
              次長      民営化調整課 
  副理事長                調査役 
             監査室      考査役    
  理  事       企画調整室    調査役 
              次長      総務課 
  監  事                会計課 
             総務部      広報課 
              次長      情報システム対策室 
                      調査役 
                       
                      人事課 
             人事部      労務課 
                      厚生課 
                      調査役 
                      災害対策・職員研修所 
                      経理課 
             経理部      資金課 
              次長      契約課 
                      調査役 
                      道路管理課 
             業務部      営業課 
              次長      経済課 
                      調査役 
                      交通管理課 
              交通管制室   交通施設課 
                      管制技術課 
                      調査役 
 
 
 
 
 



                      企画課 
                      第一計画課 
             計画部      第二計画課 
              次長      渋滞対策事業推進室 
                      環境技術課 
                      調査課 
                      調査役 
                     監理課 
             用地部     土地課 
              次長     補償課 
                      
                     工務企画課 
                     工事管理課 
             工務部     工事指導課 
              次長     設計技術課 
                     調査役 
                     保全企画課 
                     保全指導課 
            保全施設部    保全技術課 
              次長     施設課 
                     電気通信課 
                     調査役 
                      
              工事検査担当調査役          
 
            東京建設局 
            神奈川建設局 
            西東京管理局 
            東東京管理局 
            神奈川管理局 
            
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 本社総務部広報課情報公開窓口 
 T E L ０３－３５３９－９５２４ 
 F A X ０３－３５３９－９５２６ 



【機関等名】 
 阪神高速道路公団 東京事務所 
 
【所在地等】 
 郵便番号 １０７－００５２ 
 所 在 地 港区赤坂２－１７－２２赤坂ツインタワー東館 
 T E L ０３－３５８２－５７４１ 
 F  A  X ０３－３５８５－８６５６ 
 U R L http://www/hepc.go.jp 
 
【設置根拠】 
 阪神高速道路公団組織規程（昭和４６年４月１６日阪神公団規程第８号） 
 
【所掌事務】 
 （１）中央行政機関及び関係公団との連絡並びに調整に関すること。 

  （２）公団の業務に関する情報の収集に関すること。 

 
【組織】 
（阪神高速道路公団東京事務所）  
   
                       総 務 課 
 所 長       次 長                
                       渉 外 課 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署  阪神高速道路公団総務部総務課情報公開係 
 T E L ０６－６２５２－８１２１ 
 F A X ０６－６２５１－６９３３ 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 日本鉄道建設公団 

・東京支社 
〔出先機関〕  

   鉄道建設所（４箇所、うち東京都内３箇所） 
     鉄道機械建設所（２箇所、うち東京都内１箇所） 
     鉄道建築建設所（３箇所、うち東京都内２箇所） 

・関東支社 
〔出先機関〕  

     鉄道建設所（４箇所、うち東京都内０箇所） 
     鉄道機械建設所（１箇所、うち東京都内０箇所） 
     鉄道建築建設所（２箇所、うち東京都内０箇所） 
     鉄道電気建設所（11 箇所、うち東京都内２箇所） 

・国鉄清算事業本部 
・国鉄清算事業本部東日本支社 

〔出先機関〕 
  事務所（５箇所、うち東京都内２箇所） 

 
 
【所在地等】 
（日本鉄道建設公団東京支社） 
 郵便番号 １７１－００２１ 
 所 在 地 豊島区西池袋１－１１－１ メトロポリタンプラザビル 
 T E L ０３－５９５４－５２１２ 
 F  A  X ０３－５９５４－５２３６ 
  
 
（日本鉄道建設公団関東支社） 
 郵便番号 １１０－００１４ 
 所 在 地 台東区北上野１－１０－１４住友不動産上野ビル５号館 
 T E L ０３－３８４５－７０５０ 
 F  A  X ０３－３８４５－８８４５ 
  
 
 
 



（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部） 
 郵便番号 １０５－８４３４ 
 所 在 地 港区西新橋２－８－６住友不動産日比谷ビル 
 T E L ０３－３５０６－２３３６ 
 F  A  X ０３－３５０６－２３３０ 
 U R L  http://www.jnrsh.gr.jp/ 
 
（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部東日本支社） 
 郵便番号 １０５－８４３４ 
 所 在 地 港区西新橋２－８－６住友不動産日比谷ビル 
 T E L ０３－３５０６－６５０８ 
 F  A  X ０３－３５０６－６５０２ 
 U R L  http://www.jnrsh-east.gr.jp/ 
 
 
【設置根拠】 
 日本鉄道建設公団法（昭和３９年２月２９日法律第３号） 
 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年１０月１９日法律第 
 １３６号） 
 
 
【管轄区域】 
（日本鉄道建設公団東京支社） 

所 管 区 域               

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、

静岡県 
 

所 管 す る 線 区                

鹿島線、京葉線、小金線、根岸線、武蔵野線、中央新幹線（東京都、神奈川県内）、東京

モノレール羽田線、みなとみらい 21 線、臨海副都心線、常磐新線（秋葉原起点 14.776 ｷﾛ

ﾒｰﾄﾙ地点以南の区間に限る。） 
 



（日本鉄道建設公団関東支社） 

所 管 区 域               

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、

静岡県、全国の電気関係業務 
 

所 管 す る 線 区                

中央新幹線（山梨県、長野県、静岡県内）、小田原線（第２期）、常磐新線（秋葉原起点 14.776
ｷﾛﾒｰﾄﾙ地点以北の区間に限る。）、山梨実験線 

 
（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部） 

所 管 区 域               

沖縄県以外の全都道府県 
 
（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部東日本支社） 

所 管 区 域               

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、富山県、静岡県、三重県、

石川県、福井県、岐阜県、愛知県 
 
【所掌事務】 
（一般業務） 
（１）全国新幹線鉄道整備法による新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。  
（２）全国新幹線鉄道整備法 の規定により新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。  
（３）前記（１）により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、

又は譲渡すること。  
（４）国土交通省令で定める規格を有する鉄道（新幹線鉄道を除く。）又は軌道に係る鉄道

施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良を行うこと。  
（５）前記（４）により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道

に係る鉄道事業者又は軌道経営者に貸し付け、又は譲渡すること。 
（６）前記（３）又は（５）により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。 
（７）前記（１）～（６）の業務に附帯する業務を行うこと。  
（８）なお、（１）～（７）の業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ、国土

交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。  



  イ  （１）又は（４）の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当

であると認められる事務所、倉庫、店舗その他政令で定める施設を、当該鉄道施設

の建設に伴つて公団が取得した土地に建設し、及び管理すること。  
  ロ  委託に基づき、鉄道に関する工事並びにこれに関する調査、測量、設計、試験及び

研究を行うこと。 
 
（特例業務） 
（１）年金の給付に要する費用等の支払 
（２）日本国有鉄道清算事業団から承継した土地、株式等の資産の処分  
（３）日本国有鉄道清算事業団から承継した土地に係る宅地の造成及びこれに関連する施

設の整備等 
（４）前記（１）～（３）に掲げるもののほか、日本国有鉄道清算事業団の解散のときに

おいて日本鉄道建設公団が承継した権利及び義務の行使及び履行のために必要な業務  
（５）旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社（証券取引所に上場されている株式を

発行しているものを除く）に対する資金の貸付け 
（６）受託業務（（３）の業務に関連して行うものに限る） 
（７）日本鉄道建設公団の委託により特例業務の一部を行う事業及び特例業務と密接に関

連する事業への投資 
 
【組織】 
（日本鉄道建設公団東京支社） 
           次長（技術） 
                           総務課 
東京支社            総務部       経理課  

                           契約課 
                           用地課 
                 計画部       計画課 
                           調査課 
                 工事第一部     工事第一課 
                           工事第二課 
                 工事第二部     工事第三課 
                           工事第四課 
                 工事第三部     工事第五課 
                           工事第六課 
                 設備部       機械課 
                           建築課 



 
                   鉄道建設所（４箇所、うち東京都内３箇所） 
                   鉄道機械建設所（２箇所、うち東京都内１箇所） 
                   鉄道建築建設所（３箇所、うち東京都内２箇所） 
 
（日本鉄道建設公団関東支社） 
           次長（事務） 
           次長（電気） 
                           総務課 
関東支社            総務部       経理課  

                           契約課 
                 用地部       用地第一課 
                           用地第二課 
                 計画部       計画課 
                           調査課 
                 工事第一部     工事第一課 
                           工事第二課 
                           工事第三課 
                 工事第二部     工事第四課 
                           工事第五課 
                 設備部       機械課 
                           建築課 
                           電気管理課 
                 電気第一部     信号課 
                           通信課 
                           電気幹線第一課 
                 電気第二部     電気幹線第二課 
                           電車線課 
                           変電課 
                           電力課 
                   鉄道建設所（４箇所。うち東京都内０箇所） 
                   鉄道機械建設所（１箇所。うち東京都内０箇所） 
                   鉄道建築建設所（２箇所。うち東京都内０箇所） 
                   鉄道電気建設所（11 箇所。うち東京都内２箇所） 
 



（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部） 
              審議役 
国鉄清算事業本部                  
                     考査役   調査役          
                           管理課 
                 管理部       職員課 
                           厚生労務課 
                           調査役 
                           財務第一課       
                 財務部       財務第二課    
                           調査役 
                     次長       
                           企画課 
                企画工事部      計画工事課 
                           調査役 
                     次長     
                用地業務部      用地業務第一課 
                           用地業務第二課 
                     次長       
                共済業務室         調査役 
               支社 
 
（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部東日本支社） 
 
             総務課 
             経理課 
             用地企画課 
   東日本支社     用地業務第一課 
             用地業務第二課 
      次長     計画工事第一課 
             計画工事第二課 
             北海道事務所 
             東北事務所 
             東京事務所 
             品川駅東口土地区画整理事務所 
             中部事務所 



【情報開示請求窓口】 
（日本鉄道建設公団東京支社） 
 担当部署 総務部総務課 
 T E L ０３－５９５４－５２１２ 
 F A X ０３－５９５４－５２３６ 
 
（日本鉄道建設公団関東支社） 
 担当部署 総務部総務課 
 T E L ０３－３８４５－７０５０ 
 F A X ０３－３８４５－８８４５ 
 
（日本鉄道建設公団国鉄清算事業本部） 
 担当部署 管理部管理課 
 T E L ０３－３５０６－２３３６ 
 F A X ０３－３５０６－２３３０ 
 
 
【その他】 
 特殊法人等整理合理化計画（平成１３年１２月１９日閣議決定）において、日本鉄道建

設公団については、一部事業の見直しが指摘されるとともに、組織についても運輸施設整

備事業団との統合の上、新たに設立される独立行政法人に移行することとされました。こ

の方針に基づき、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法が平成１４年１２月１

８日に公布され、平成１５年１０月 1 日に施行されます。 
 これにより同公団は平成１５年１０月１日の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援

機構の成立の時において解散することになります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 新東京国際空港公団東京事務所 
  
【所在地等】 
 郵便番号 １００−０００５ 
  所 在 地 千代田区丸の内２―２―１岸本ビルヂング（１１階） 
 T E L ０３－３２１６－６６８５ 
 F  A  X ０３－３２１６－６６９４ 
 U R L http://www.narita-airport.or.jp/naa/ 
 
【設置根拠】 
 新東京国際空港公団法（昭和４０年６月２日法律第１１５号） 
  
【所掌事務】 
（１）新東京国際空港の設置及び管理を行なうこと。  
（２）新東京国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空

法に規定する航空保安施設の設置及び管理を行なうこと。  
（３）新東京国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、

航空機給油施設その他の施設で政令で定めるものの建設及び管理を行なうこと。  
（４）新東京国際空港の周辺における航空機の騒音等により生ずる障害を防止し、損失を

補償するため、騒音防止工事等を行なう者に対する助成、住居を移転する者に対する

損失の補償、緩衝地帯の整備のための土地等の取得、造成、管理及び譲渡その他の必

要な業務を行なうこと。  
（５）前記（１）～（４）の業務に附帯する業務を行なうこと。  
（６）なお前記（１）～（５）の業務の遂行に支障のない範囲内において、あらかじめ国

土交通大臣の認可を受けて、次の業務を行うことができる。  
  イ  前記（３）に規定する施設以外の施設で、新東京国際空港を利用する者の利便に資

するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店

舗その他政令で定めるものの建設及び管理を行うこと。  
  ロ 委託に基づき、飛行場の工事並びに飛行場に関する調査、測量、設計、試験及び研

究を行うこと。 
 
【組織】 
 
    東京事務所―次長―調査役 
 



【情報開示請求窓口】 
 担当部署  新東京国際空港公団総務部情報公開室 
 T E L  ０４７６－３４－５４２７ 
 F A X  ０４７６－３０―１５７３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 本州四国連絡橋公団 総務経理部東京分室 
  
【所在地等】 
 郵便番号 １０５－０００１ 
 所 在 地     港区虎ノ門５－１－５虎ノ門 45ＭＴビル 
 T E L     ０３―３４３４―７２８１(代表) 
 F  A  X ０３―３５７８―９２９８ 
 U R L     http://www.hsba.go.jp/ 
 
【設置根拠】 
 本州四国連絡橋公団法（昭和４５年５月２０日法律第８１号） 
 本州四国連絡橋公団組織規程（昭和４５年９月１４日本四公団規程昭和４５年第２号） 
 
【所掌事務】 
（１）中央行政機関等との連絡及び渉外に関すること。 
（２）公団の業務に関する情報の収集に関すること。 
（３）試験施設の運用に係る連絡調整に関すること。 
（４）大規模な橋梁の計画及び技術に関する情報の収集に関すること。  
（５）大規模な橋梁の技術の開発及び改善に係る連絡調整に関すること。 
 
【組織】 
    室 長        総務課  
              
               技術調整課 
 
        上席調査役 
 
【情報開示請求窓口】 
 担当部署 本州四国連絡橋公団本社総務部総務課 
 T E L      ０７８－２９１－１０００（代表） 
 Ｆ Ａ Ｘ ０７８－２９１－１３６３ 
 
 担当部署 本州四国連絡橋公団第一管理局総務部総務課 
 T E L     ０７８－７８２－５４００（代表） 
 F A X ０７８－７８２－９９８５ 



 
 担当部署 本州四国連絡橋公団第二管理局総務部総務課 
 T E L     ０８６－２５５－１８１１（代表） 
 F A X ０８６－２５５－１９９３ 
 
 担当部署 本州四国連絡橋公団第三管理局総務部総務課 
 T E L     ０８４８－２２－５２１１（代表） 
 F A X ０８４８－２２－５２１７ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



【機関等名】 
 都市基盤整備公団 

・ 土地有効利用事業本部 
・ 首都圏募集販売本部 
・ 総合研究所技術センター 
・ 東京支社 

 
【所在地等】 
（土地有効利用事業本部） 
 郵便番号 １６３－１３１３ 
 所 在 地 新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー１３階 
 T E L ０３－５３２３－０６２５ 
 F  A  X ０３－５３２３－０６３８ 
 U R L http://www.udc.go.jp/tochi/ 
 
（首都圏募集販売本部） 
 郵便番号 １６３－１３２１ 
 所 在 地 新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー１６･２１階 
 T E L ０３－３３４７－０４１１ 
 F  A  X ０３－３３４７－４２７４ 
 U R L  http://www.udc.go.jp/bosen/ 
 
（総合研究所技術センター） 
 郵便番号 １９２－００３２ 
 所 在 地 八王子市石川町２６８３－３ 
 T E L ０４２６－４４－３７５１ 
 F  A  X ０４２６－４４－３７５５ 
 U R L http://www.udc.go.jp/lab/index.html 
 
（東京支社） 
 郵便番号 １６３－１３８２ 
 所 在 地 新宿区西新宿６－５－１ 新宿アイランドタワー１７～１９階 
 T E L ０３－５３２３－２９９０ 
 F  A  X ０３－５３２３－２９３０ 
 U R L  http://www.udc.go.jp/tokyo/index.html 



 
【設置根拠】 
 都市基盤整備公団法（平成１１年６月１６日法律第７６号） 
 
【管轄区域】 
（土地有効利用事業本部） 
（１）土地有効利用事業 
  四大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏、北九州･福岡大都市圏）等の既成市街地（昭和

45 年 DID(人口集中地区)及びこれに接続する臨海部の地域） 
（２）都市再開発事業、都市整備事業、居住環境整備事業 
  東京 23 区（計画関連業務に限る） 
（３）防災公園街区整備事業 
  四大都市圏（首都圏、中部圏、近畿圏、北九州･福岡大都市圏）等の既成市街地及びこ

れらと連担し一体の市街地を形成する地域（昭和 45 年 DID(人口集中地区)連担地域等） 
 
（首都圏募集販売本部） 
首都圏域（東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県、栃木県等） 

 
（東京支社） 
東京都、茨城県（都市整備事業を除く）、栃木県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、秋田

県、山形県、宮城県、岩手県、福島県、青森県及び北海道 
 
 
【主な所掌事務】 
（土地有効利用事業本部） 
（１） 土地有効利用事業に係る土地取得計画の策定、土地の取得及び管理、整備計画の策

定、譲渡等計画の策定、整備した敷地等の譲渡等 
（２） 都市再開発事業、都市整備事業及び居住環境整備事業に係る事業候補地の選定、地

区決定、土地の取得及び管理、個別基本方針の策定等 
（３） 防災公園街区整備事業に係る基本計画等の策定、土地の取得及び管理、整備した敷

地の管理及び譲渡等 
 
（首都圏募集販売本部） 
（１） 首都圏域における宅地及び整備敷地の賃借人及び譲受人の募集及び決定、賃貸借契

約及譲渡契約の締結及び登記、賃貸料及び譲渡価格等の算定、賃貸料及び譲渡代金

等の収納（債権の保全を含む。）、賃貸その他の管理及び譲渡並びに宅地債権の積立



者の管理 
（２） 首都圏域における住宅（あらかじめ賃借人又は譲受人を決定することとなるもの 

を除く。）の賃借人及び譲受人の募集及び決定、賃貸借契約の締結並びに特別住宅    

債権の積立者の管理 
（３） 宅地及び住宅（あらかじめ賃借人又は譲受人を決定することとなるものを除く。）    

に係る賃貸、譲渡等にかかる相談 
 
（総合研究所技術センター） 
（１） 公団の業務に必要な調査研究、技術開発及び試験等の実施 

（２） 公団の業務に必要な調査研究、技術開発及び試験等に係る情報（国際情報を含む｡)

の収集、管理及び提供並びに研究結果に基づく提言及び普及 

 
（東京支社） 
 管轄区域内における居住環境の向上及び都市機能の増進を図るための市街地の整備改善

並びに賃貸住宅の供給及び管理 
 
 
【組織】 
（土地有効利用事業本部）  
                       総務部 
                       計画部 
    本部長                業務企画部 
                       業務第一部 
           副本部長        業務第二部 
                       業務第三部 
                       業務第四部 
                       業務第五部 
                       土地管理部 
                       防災公園街区整備推進室 
                       現地事務所（都市整備事務所等） 
 
 
（首都圏募集販売本部） 
    本部長                販売企画部 
                       販売推進部 
           副本部長        住宅募集部 



 
 
（総合研究所技術センター） 
    総合研究所長             すまい環境研究室 
                       まちづくり研究室 
                      
 
    技術センター所長           構造研究室 
                       材料施工研究室 
                       住環境性能研究室 
  
  ※破線内は技術センター（東京都八王子市）に所在 
 
 
（東京支社） 
                    総合企画室 
                    総務部 
                    都市整備部 
 支社長                居住環境整備・再開発部 
                    建替業務部 
                    管理業務部 
 副支社長               設計部 
                    技術監理部 
                    現地事務所（開発事務所等） 
 
       多摩ニュータウン     業務部 
        事業本部長        
                    事業部 
 
【情報公開窓口】 
（東京都内に所在する窓口） 
 担当部署 土地有効利用事業本部情報公開室 

首都圏募集販売本部情報公開室 
東京支社情報公開室 

 T E L ０３－５３２３－４７１８ 新宿アイランド窓口 
 



 
 


